
モバイルサービス タイプa契約約款　新旧対照表

第19条　（提供停止）
　当社は、契約者または主サービス加入者が次の各号のいずれ
かに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあ
ります。
（略）
（４） 第３０条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反し
たと当社が認めた場合
（略）

第19条　（提供停止）
　当社は、契約者または主サービス加入者が次の各号のいずれ
かに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあ
ります。
（略）
（４） 第２９条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反し
たと当社が認めた場合
（略）

第30条　（利用に係る契約者の義務）
（略）
２　契約者と利用者が異なる場合、契約者は利用者に対して本
約款を遵守さ　せる義務を負うものとし、第１２条（当社が行
う利用契約の解除）、第１９条（提供停止）、本条および第３
２条（反社会的勢力の排除）の定めについては、利用者につい
ても契約者に準じて取り扱います。

第30条　（利用に係る契約者の義務）
（略）
２　契約者と利用者が異なる場合、契約者は利用者に対して本
約款を遵守さ　せる義務を負うものとし、第１２条（当社が行
う利用契約の解除）、第１９条（提供停止）、本条および第３
３条（反社会的勢力の排除）の定めについては、利用者につい
ても契約者に準じて取り扱います。

旧 新
第２条　（約款の変更）
　当社は、本約款を変更することができるものとします。
２　当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款
の効力発生日の１ヵ月前までに、本約款を変更する旨および変
更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ホームページ上で
の掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急
やむを得ない場合はこの限りではありません。
３　変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスの
利用を継続したときは、加入者は、本約款の変更に同意したも
のとみなします。

第２条　（約款の変更）
　当社は、本約款を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて
変更することがあります。本約款を変更した場合、当社はホー
ムページなどにて通知または公表します。本約款の変更を通知
または公表された時点で効力が生じるものとし、それ以前の約
款はその時点で効力を失います。

附則
本規約は、２０２１年９月２１日より施行します。

附則
本規約は、２０２２年２月２１日より施行します。

第４条　（契約の条件と種類）
（略）
２　主サービス加入者でない方については、主サービス加入者
と同一住所の方（以下「契約希望者」といいます。）に限り、
契約者となることができます。ただし、申し込みにあたり、主
サービス加入者は契約希望者が申込者となることに承諾する必
要があります。
３　前項の場合、申し込み後のプラン変更等は契約者が当社の
定める手続きを行なうこととします。なお、申し込み後に行な
う契約者の手続きは、主サービス加入者が同意したものとみな
します。
（略）

第４条　（契約の条件と種類）
（略）
２　主サービス加入者でない方については、主サービス加入者
と同一住所の方に限り、契約することができます。ただし、契
約にあたり、主サービス加入者の承諾が必要となります。
３　前項の場合、契約後のプラン変更等は契約者が当社の定め
る手続きを行なうこととします。なお、契約後に行なう契約者
の手続きは、主サービス加入者が同意したものとみなします。
（略）

第８条　（申し込みの承諾）
　当社は、本契約の申し込みがあったときは、原則として受け
付けると同時に承諾します。ただし、次に掲げる事由に該当す
る場合には、当該申し込みを承諾しないことがあります。
（略）
（７） 第７条（本契約の申し込み方法）において、申込者お
よび主サービス加入者の本人確認ができない、かつ、利用者の
特定ができないとき
（略）

第８条　（申し込みの承諾）
　当社は、本契約の申し込みがあったときは、原則として受け
付けると同時に承諾します。ただし、次に掲げる事由に該当す
る場合には、当該申し込みを承諾しないことがあります。
（略）
（７） 第７条（本契約の申し込み方法）において、申込者ま
たは主サービス加入者の本人確認および利用者の特定ができな
いとき
（略）

第１２条　（当社が行う利用契約の解除）
（略）
４　当社は、第１項および第２項の規定により利用契約を解除
しようとするときは、あらかじめ当社の定める方法により申込
者または契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得
ない場合はこの限りではありません。
（略）

第１２条　（当社が行う利用契約の解除）
（略）
４　当社は、第１項および第２項の規定により利用契約を解除
しようとするときは、あらかじめ当社の定める方法により契約
者または主サービス加入者にその旨を通知します。ただし、緊
急やむを得ない場合はこの限りではありません。
（略）
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旧 新

３． 通話料金およびＳＭＳ利用料金

※5通話定額機能付きSIMカード利用の場合は当社が定める通話
時間を超えた通話に発生します。また、通話定額機能付きSIM
カード利用時の無料対象通話は、一般国内通話です。（一部、
対象外の電話番号があります）

※6 国際通話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の
通話料が発生します。
※7 ビデオ電話など、一般の音声通話以外を利用した場合に
は、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※8 SMSの1回あたり送信料金（送信通数）は送信文字数に応じ
て変わります。
※9 海外への送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額の
通信料が発生します。

３． 通話料金およびＳＭＳ利用料金

※３　通話定額機能付きＳＩＭカード利用の場合は当社が定め
る通話時間を超えた通話に発生します。また、通話定額機能付
きＳＩＭカード利用時の無料対象通話は、一般国内通話です。
（一部、対象外の電話番号があります）
※４　国際通話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額
の通話料が発生します。
※５　ビデオ電話など、一般の音声通話以外を利用した場合に
は、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※６　ＳＭＳの１回あたり送信料金（送信通数）は送信文字数
に応じて変わります。
※７　海外への送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額
の通信料が発生します。

別表
モバイルサービス タイプaの料金表
（略）
２． 料金額
（表１）月額料金

・ＳＩＭカードは貸与品となり月額料金はレンタル費用です。
データチャージは付与された月の翌月末日まで有効とします。
・第２４条に基づき、１電話番号につきユニバーサルサービス
料、電話リレーサービス料が必要です。

（表２）オプションサービス

※１　ｍｙ　ｍｏｂｉｌｅ利用規約により別途定めるＷＥＢ
ページにて、当月（前日まで）を含む過去７ヵ月分の通話明細
／通信明細の閲覧ができます。
※２　申し込みした日の翌日から９０日間有効です。ただし、
追加データチャージ容量が残っている状態で追加データチャー
ジを購入した場合、すべての追加データチャージが最終の申し
込みした日の翌日から９０日間有効とします。

（表３）各種手数料

別表
モバイルサービス タイプaの料金表
（略）
２． 料金額

※1 SIMカードは貸与品となり月額料金はレンタル費用です。
データチャージは付与された月の翌月末日まで有効とします。
※2 1電話番号につきユニバーサルサービス料、電話リレー
サービス料が必要となります。
※3 my mobile利用規約により別途定めるWEBページにて、当月
（前日まで）を含む過去7ヵ月分の通話明細／通信明細の閲覧
ができます。
※4 追加データチャージは申し込みした日の翌日から90日間有
効とします。ただし追加データチャージ容量が残っている状態
で追加データチャージを購入した場合、すべての追加データ
チャージが最終の申し込みした日の翌日から90日間有効としま
す。
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